
■建設汚泥の再資源化
施設整備状況（H17、
施設から直線50km圏内）

建設汚泥のリサイクルにおける現状・課題

■建設汚泥の再資源化率は48％、再資源化等率は75％ （平成１７年度）

■現状では再資源化後の需要先の確保が困難であり、建設発生土等と競合しない
用途の拡大が必要。

■再資源化施設は全国に分布しているが、やや地域的に偏在している。

Ⅰ）2.1.6

建設汚泥の再生品は建設
発生土等と競合する上、コ
ストが高い

再生利用を行うに当
たっての方策が煩雑・
不明確

「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」等を策定

現
状
・
課
題

対
応
策

再生品の統一的な品質
基準がない

再生利用を促進する制
度が十分には定まってい
ない

再生利用の意識が
低い関係者が多い

再資源化後の需要先の確保が困難

建設汚泥を「リサイク
ル原則化ルール」に
位置付け 品質基準の明確化

発注者（排出側）
の取組責任の強
化

再生利用の手続の明
確化
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（国産）

天然石膏

（輸入）

回収

63.4% 64.5% 60.6%

31.2%
30.2% 34.0%

5.4%
5.3%

5.4%

廃石こうボードのリサイクルにおける現状・課題（1/2）

■石こうボードの出荷量は約５００万トン程度
■石こうボードの原料のうち回収石膏が占める割合は約５％
■今後解体系の廃石こうボード排出量が増加するものと見込まれている。

Ⅰ）2.1.7

石こうボードの原材料割合

（（社）石膏ボード工業会資料から作成）

廃石こうボード排出量の推計

注 年間排出量＝各年次の年初総ストック量＋その年の年間生産量－次年次の年初総ストック量
年初総ストック量は、建物構造・用途別に「各年次使用量×建物現存率」を計算したものの、

1951年以降の総和による。
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廃石こうボードのリサイクルにおける現状・課題（2/2）

■新築系廃石こうボードの再資源化率（石こうボードへの使用）６０～７０％に対し、
解体系廃石こうボードの再資源化率は２％程度（平成１８年度）

■解体系廃石こうボードの再資源化率向上が必要。

Ⅰ）2.1.7

石こうボードのマテリアルフロー 廃石こうボード再資源化の課題

（（社）石膏ボード工業会資料等から作成）

・新築系廃石こうボード
新築系の廃石こうボードの再資源化率は約60～70％
・新築系廃石こうボード
新築系の廃石こうボードの再資源化率は約60～70％

・解体系廃石こうボード
分別解体を行った場合でも廃石こうボードは下地材、
断熱材、金物、仕上材等が付着している場合が多く、
単体として取り出すことは技術的に、経済的に問題点
が多い。
しかしながら、一定の条件を満たしたものについて
は、現在、受け入れを進めている。
再資源化率は２％。

・解体系廃石こうボード
分別解体を行った場合でも廃石こうボードは下地材、
断熱材、金物、仕上材等が付着している場合が多く、
単体として取り出すことは技術的に、経済的に問題点
が多い。
しかしながら、一定の条件を満たしたものについて
は、現在、受け入れを進めている。
再資源化率は２％。

・回収した石こうの利用範囲は現状では限られており、
石こうボード用として再生活用する場合は、品質性能
の担保及び生産性の面から混入量を１０％程度と制
約しているが、混入量を増すことについての調査研究
は継続検討中。

・回収した石こうの利用範囲は現状では限られており、
石こうボード用として再生活用する場合は、品質性能
の担保及び生産性の面から混入量を１０％程度と制
約しているが、混入量を増すことについての調査研究
は継続検討中。

（廃石膏ボードのリサイクルの推進に関する調査（平成１４年３月）から）
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廃石膏ボードの再資源化施設について

■ 環境省が産業廃棄物行政を行う１０４の都道府県・
政令市にアンケート調査（９３自治体から回答）

■ 廃石膏ボードの再資源化施設は全国に１１２施設
（平成１９年９月現在）

■ 再資源化施設：石膏ボード原料、土壌改良材及び
セメント原料等として利用するために、廃石膏ボード
の破砕を行う施設

半径50km円

Ⅰ）2.1.8
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廃石こうボードの再資源化技術

再資源化技術の内容 再資源化するための材料側の条件
到達
段階

石こう部分を石こうボード原料と
して再利用

混入物は不可、濡れていないこと（ただし解体時
廃材は現時点で本用途での利用はない）

実施

石こう部分を地盤改良材（石灰系
固化材の添加材）に利用

木、プラスチック、紙クロス、岩綿吸音材、ペイント、
石膏ブラスターの混入可、濡れていないこと

実験
実証

石こう部分を地盤改良材（セメン
ト系固化材の添加材）に利用

金属、塩化ビニルクロスの混入不可 実験
実証

セメント原料 金属、塩化ビニルクロスの混入不可 実験

平成17年度 独立行政法人 国立環境研究所調査業務 「建設リサイクル関連制度の実態評価のための情報収集と整理に関する報告書」から
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資源有効利用促進法における建設資材廃棄物等の扱い

○特定再利用業種

○指定表示製品

○指定副産物

再生資源又は再生部品を利用することが技術的及び経済的に可能であり、かつ、これらを利用することが
当該再生資源又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める再生資源又は再
生部品の種類ごとに政令で定める業種

一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部又は一部を再生資源として利
用することを目的として分別回収（類似の物品と分別して回収することをいう。）をするための表示をすること
が当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なもの

エネルギーの供給又は建設工事に係る副産物であって、その全部又は一部を再生資源として利用すること
を促進することが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める業種ごとに政
令で定めるもの

塩化ビニル製建設資材（硬質塩化ビニル製の管、雨どい及び窓枠並びに塩化ビニル製の床材及び壁紙を
いう。）

副産物 業種

土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリート、木材 建設業

再生資源又は再生部品の種類 特定再利用業種 生産量又は施工金額の要件

使用済硬質塩化ビニル製の管又は継
手（硬質塩化ビニル製の管又は継手が
一度使用され、又は使用されずに収集
され、若しくは廃棄されたものをいう。）

硬質塩化ビニル管又は管継手の製造
業

その事業年度にける硬質塩化ビニル製
の管又は管継手の生産量が600トン以
上であること。

土砂、コンクリートの塊又はアスファル
ト・コンクリートの塊

建設業 その事業年度における建設工事の施
工金額が５０億円以上
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建設リサイクル法
特定の建設資材について、その分別の解体等及び再資源化等を促進するため
の措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施する

資源有効利用促進法
使用済み物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用
の促進に関する所要の措置を講ずる

コンクリート、木材
コンクリート及び鉄から成る建設資材

アスファルト・コンクリート

分別解体 再資源化

土砂、コンクリートの塊、
アスファルト・コンクリートの塊、木材

指定副産物

塩化ビニル製
建設資材

・硬質塩化ビニル製
の管

・雨どい及び窓枠
・塩化ビニル製の
床材及び壁紙

指定表示製品

硬質塩化ビニル管
又は管継手の製造業
使用済み硬質塩化
ビニル製の管又は

継手

建設業
土砂、コンクリート
の塊、アスファルト・
コンクリート

特定再利用業種

分別回収のための表示
再生資源又は
再生部品の利用

再生資源として利用を促進

分別解体及び再資源化等

特定建設資材廃棄物

資源有効利用促進法と建設リサイクル法
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建設廃棄物の再資源化における建設リサイクル法と廃掃法の関係
Ⅰ）2.1.12

排出事業者

受 注 者

再資源化等 ・特定建設資材廃棄物は再資源化を義務付け

元請業者

資 等
発注者

書面による
完了報告

再資源化等
の実施

・指定建設資材廃棄物（木材）は一定の基準を
満たす場合のみ縮減（単純焼却等）を許容

再資源化等の
完了確認

発注者

特定建設資材廃棄物

都道府県
知事 委託処理 自ら処理広域認定

建設資材廃棄物

建設リサイクル法 収集・運搬

委託処理

収集・運搬

自ら処理

マ
ニ

広域認定

収集・運搬建設リサイクル法 収集 運搬

中間処理
（再資源化）

収集 運搬

中間処理
（ 資源化）

ニ
フ
ェ
ス
ト

収集 運搬

中間処理
資

製造事業者等による
（再資源化）

最終処分

（再資源化）

最終処分

（再資源化）

製造事業者

・広域的な処理
・減量その他適正な処理

を環境大臣が認定

許可業者 廃棄物処理法

最終処分製造事業者

製造事業者等
（都道府県知事の廃棄物処理

業の許可不要）
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広域認定制度の概要
制度のねらい 認定品目制度の概要

Ⅰ）2.1.13

廃棄物の減量

製品が廃棄物となったものであって、
当該廃棄物の処理を当該製品の製 品目限定なし

制度のねらい 認定品目制度の概要

廃棄物の減量

適正な処理の確保

当該廃棄物の処理を当該製品の製
造、加工、販売等の事業を行う者
（製造事業者等）が広域的に行う場
合に、都道府県知事の廃棄物処理
業の許可を不要とする。

（例）建築部材（例）建築部材
住宅設備機器住宅設備機器
石膏ボード石膏ボード

業の許可を不要とする。

建設現場

廃棄物処理業の

処分業者

収集運搬業者

許可不要

製造事業者等 環境大臣の認定の範囲環境大臣の認定の範囲 49



建設ﾘｻｲｸﾙ法による完了報告と廃掃法によるﾏﾆﾌｪｽﾄとの関係

■建設リサイクル法に基づく再資源化等完了報告では、行政が再資源化の状況を
把握することが困難。

Ⅰ）2.2.1

受 注 者受 注 者

発注者発注者

都道府県
知事

都道府県
知事

元請業者元請業者

再資源化等の
完了確認

書面による完了報告

再資源化が
適正に行わ
れなかった場
合の申告

排出
事業者

処理
委託

収集
・
運搬

再資源化
(中間処理) 最終処分

収集
・
運搬

マニフェスト（電子マニフェストの場合）

再資源化等完了報告

情報処理センター
①

②

③

⑤、⑥

④ ⑦

⑤ ⑥

②、③、
⑦

通知

通知

⑧
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行政への再資源化等完了報告義務化による効果と課題

期待される効果 課 題

・再資源化等完了報告の確実な実施
・行政による効果的、効率的な立入検査等の実施

・届出情報との整合を確認するための方策（所管する
部局が異なる自治体にある場合の情報連携）
・報告の受理と内容確認等事務量の増
・発注者の申告制度の形骸化による意識低下

期待される効果 課 題

・再資源化等の確実な実施
・物流の透明化と不適正処理の迅速な把握
・事業者、行政における事務手続きの簡素化
・行政による効果的、効率的な立入検査等の実施

・報告主体の検討
・行政及び関係者への迅速な情報伝達システムの構
築
・廃棄物処理法のマニフェスト制度との整理
・発注者の申告制度の形骸化による意識低下
・適正に処理を行っている事業者の負担増
・偽装情報対策

建設廃棄物の情報管理による効果と課題
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処分業者収集運搬業者排出事業者

電子マニフェスト制度の仕組み

マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の３者が
情報処理センターを介したネットワークでやりとりする仕組み。

電子情報の送受信

情報処理センター
（財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター）

廃棄物 廃棄物

●運搬・処分終了の通知
●報告期限切れ情報の通知
●マニフェスト情報の保存・管理

●平成２０年度から情報処理セ
ンターは、毎年電子マニフェス

トの登録・報告状況を当該都
道府県・政令市に報告する。

●情報処理センターは、都道府
県・政令市より電子マニフェス
ト情報に関する報告を求めら
れた場合、その情報を当該都
道府県・政令市に報告する。

52

Ⅰ）2.2.3



電子マニフェストへのアクセス方法

情報処理センター
（財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター）

情報処理センターへのアクセスはパソコン版、携帯版、ＥＤＩ版の３つの方法か
ら自由に組み合わせて利用可能

パソコン版

携帯版

ＥＤＩ版

●専用ソフトウェアをインストールして利用（複数のパソ
コンにインストール可能）

●１つの加入者番号で複数のパソコンからアクセスが
可能

●１回の通信で、複数件の登録・報告（最大１００件）や
マニフェスト情報の照会（最大３００件）が可能

●ＣＳＶデータを活用して社内システムとの連携が可能
●データを暗号化してデータ交換

●携帯電話のWeb機能を活用して情報処理センターに
アクセス（iモード・EZWeb・Yahooケータイ！）

●携帯電話を利用して現場から簡単に登録・報告が可
能

●データを記号化してデータ変換

●ＡＳＰ事業者が提供するシステム（ＥＤＩ版接続登録シ
ステム）

●加入者の社内システムとの連携等、加入者のニーズ
に応じたカスタマイズが可能

情報処理センターが提供する
標準システム

情報処理センターが提供する
携帯電話を活用したシステム

情報処理センターが規定する「ＥＤＩ版接続仕様」に
基づき、加入者側でシステムを調達・構築
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電子マニフェストの加入・登録情報

医療機関
６２％建設業

１４％

製造業
９％

そ
の
他
5
%

卸売・小売・飲食業 ３％

サービス業 ３％
電気・ガス・熱供給・
水道業 ４％

0 

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

300,000 

350,000 

400,000 

450,000 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

平成17年度

平成18年度

平成19年度

年度 加入者数
加入者の内訳 マニフェスト

年間登録件数
普及率

排出事業者 収集運搬業者 処分業者

平成16年度 ２，９７８
（１００％）

１，０１９
（３４％）

１，００９
（３４％）

９５０
（３２％）

１，１３７，７８５ ２．５％

平成17年度 ３，８３４
（１００％）

１，２９１
（３４％）

１，３２７
（３４％）

１，２１６
（３２％）

１，６２１，９７５ ３．５％

平成18年度 ７，７８４
（１００％）

４，０８３
（５２％）

１，９２１
（２５％）

１，７８０
（２３％）

２，３８８，０６９ ５．３％

平成19年度 １５，９９８
（１００％）

９，６９２
（６０％）

３，５０５
（２２％）

２，８０１
（１８％）

２，８６０，８２０
（平成19年12月31日現在） －

１）電子マニフェスト加入状況の推移

２）排出事業者業種区分（加入者の構成比） ３）月別電子マニフェスト登録状況

54

Ⅰ）2.2.5



中間処理施設における分別・再資源化

元請け業者の責任範囲

中間処理業者の責任範囲

最終処分
（埋立）

解体
現場等

中間処理業者
（破砕、焼却、脱

水等） 再生利用
（砕石など）

解体現
場等 中間処理業者

（破砕・機械選別） 中間処理

売却

現場分別の場合

現場分別しない
場合又は

建設混合廃棄物

（「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」平成１３年６月１日付け通知 図３－３ 建設廃棄物の処理形態を基本に作成） 55

Ⅰ）2.2.6




